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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＭＲＩ装置による診断時の騒音環境下で患者さ
んと医師との通話を図る事が出来る音声通話装置を提供
する。
【解決手段】ＭＲＩキャビン内及びその周辺の高磁界環
境下において光マイクセンサーユニットをＭＲＩヘッド
コイル内で患者さんが使用する非磁性材料で構成された
頭部位置を固定調整するマット材に組込み患者さんはそ
のマット材に組み込まれた光マイクヘッドマット１を首
、頚椎部の固定マットとして装着使用する事により光マ
イクセンサーユニットはＭＲＩが発生する騒音を単数及
び複数の防音材により低減し同時に患者さんの音声は接
触振動板を首、頚椎部に接触する事により骨伝導による
音声は光マイクセンサーに伝えられ騒音低減された音声
をモニタースピーカー２７へ出力する事ができる特徴と
構成を有する、ＭＲＩ音声通話装置。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ＭＲＩキャビン内及びその周辺の高磁界環境下において光マイクセンサーユニットを
ＭＲＩヘッドコイル内で患者さんが使用する非磁性材料で構成された頭部位置を固定調整
するマット材に組込み患者さんはそのマット材に組み込まれた光マイクヘッドマットを首
、頚椎部の固定マットとして装着使用する事により光マイクセンサーユニットはＭＲＩが
発生する騒音を単数及び複数の防音材により低減し同時に患者さんの音声は接触振動板を
首、頚椎部に接触する事により骨伝導による音声は光マイクセンサーに伝えられ騒音低減
された音声をモニタースピーカーへ出力する事ができる特徴と構成を有したＭＲＩ音声通
話装置。                               
【請求項２】
　　ＭＲＩ装置の騒音を低減する事が出来る防音材を単数及び複数で構成し更に音響ハウ
ジング等で防音効果を向上させた光マイクセンサーユニットの接触振動板を患者さんの首
、頚椎部、顎、喉、胸、等に接触装着させる事によりＭＲＩの発生する騒音は防音材によ
り低減され同時に患者さんの発する音声は骨伝導波として光マイクセンサーユニットの接
触振動板に伝えられ音響キャビティーにより音声は光マイクセンサーに伝えられ音声は光
信号に変換される事により患者さん音声は光ファイバーにより光信号変換素子及びスピー
カー増幅器等に伝送されＭＲＩの発生する騒音は低減され患者さんの音声をモニタースピ
ーカーにより出力する事が出来る特徴を有した光マイクセンサーユニットによる構成を有
した事を特徴とする請求項１に記載のＭＲＩ音声通話装置。                          
  
【請求項３】
　ＭＲＩ装置内で患者さんは光マイクセンサーユニットで構成された光マイクヘッドマッ
トを首、頚椎部に枕マットとして使用し頭、耳部には非磁性材料で構成された防音ヘッド
ホンを装着しＭＲＩ操作室の医師と患者さんとが同時双方向通話及び片方向通話を行なう
事ができ更に操作室から患者さんへ音楽、及び操作者の作成したメセージを提供する事が
でき尚且つ音楽と操作者のメセージをミキシングし更にはパソコンに保存されている音声
及び各種データーを患者さんに提供することができる機能特徴を有した請求項１又は請求
項２記載のＭＲＩ音声通話装置。                     
【請求項４】
　ＭＲＩの騒音を低減させ患者さんの音声をＭＲＩ操作室に伝送することが出来る光マイ
クヘッドマットで患者さんの発声する音声の再生周波数とＭＲＩ装置の騒音の周波数を可
変し聞き易い音声に最適化し操作者に伝送する事が出来るグラフィック・イコライザーを
接続構成する事によりＭＲＩ音声通話装置と更にＭＲＩ製造会社の違いによる騒音をグラ
フィック・イコライザーにより最適化した音声を出力する事が出来る事を有した請求項１
～請求項３のいずれかに記載のＭＲＩ音声通話装置。
【請求項５】
　請求項１、請求項２．請求項３、及び請求項４、の各請求項を単独又は組合せて構成し
た事を特長としたＭＲＩ音声通話装置。
　　 
　　　　　　　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、ＭＲＩ装置(Magnetic Resonance Imaging system磁気共鳴画像装置)の騒
音環境下で診断を受ける患者さんとＭＲＩ装置を操作する医師との間で片方向通話及び双
方向通話を行う事が出きる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　近年、ＭＲＩ装置の診断性能が向上し高度な診断を行う高精細診断画像が得られる
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ようになり多くの病院でＭＲＩ装置の導入が図られ医療分野における重要な装置とし毎日
多くの患者さんの診断に使われている。
【０００３】
　　　　　ＭＲＩ装置は高磁場を発生させて患者さんの患部に磁場を照射させる事により
細胞の変化を高精細な画像で検知診断する事が出来る進んだ装置である。
【０００４】
　　　しかしこのような高精細な画像を得る為には高磁場を発生させなくてはならない。
この高磁場を発生させる為にはＭＲＩ装置のコイルに断続的に高電圧を加えて発生させる
。
【０００５】
　　コイルに高電圧を断続的に与える事によりコイルに大きな電流が流れ同時に大きな騒
音が発生する。
【０００６】
　　　現在のＭＲＩ装置はコイルに断続的な大電流を加える方式でこの騒音を無くす事は
困難である。
【０００７】
　　　このようなＭＲＩの騒音環境下で患者さんの診断を行わなくてはならなく通常の診
断時間は短くて１５分長くて３０分から４０分位の時間を必要とする。
　　　この間、患者さんは騒音を我慢しなくてはならなくその苦痛は図り知れない。
【０００８】
　　  ＭＲＩで診断中に患者さんの苦痛とは閉所恐怖症、心臓疾患、呼吸困難、騒音恐怖
、等でＭＲＩの騒音下で患者さんは医師にその症状を言葉で伝えることは困難な状況が多
い。
【０００９】
　　従来のＭＲＩ装置では患者さんが異状状態になった場合に手で非常ボタンを握って押
す手段はあるがこのような非常時に押しボタンを押すことが出来る状況は少ない。
【００１０】
　　　又、従来のＭＲＩ装置室には医師から患者さんへ音声で情報を伝える事が出来るＭ
ＲＩ室モニタースピーカーが設置されておりＭＲＩ装置の診断が停止状態では騒音レベル
は低く静かで患者さんはＭＲＩ室モニタースピーカーにより医師の音声を聞くことが可能
である。
【００１１】
　　　しかし一旦ＭＲＩ装置が動作を開始する事によりＭＲＩの騒音レベルは大きくなり
患者さんはこれらのＭＲＩ室モニタースピーカーで医師の音声を聞く事は困難な状態にな
ってしまう。
【００１２】
　　ＭＲＩ装置の動作状態時は常時、医師は患者さんの診断状態を把握する必要があり患
者さんは体の状態が悪くなった場合は迅速に医師に伝える事ができ尚且つ医師は患者さん
からの音声通話により適切な対応を迅速に行う事が出来る装置の要望が高まっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】平成２１年度電子情報通信学会東京支部学生会研究発表、講演　番号１
９ ３テスラＭＲＩ装置のボア内テーブル上の騒音レベル分布の測定
【非特許文献２】シリーズ「騒音に関わる苦情とその解決方法」第３回音響の基礎、騒音
の影響と評価、規制方法。財団法人 小林理学研究所 加来治郎 記述、図３騒音レベルと
騒音影響
【非特許文献３】平成１９年度電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会を引用、ＭＲ
Ｉ検査室のＭＲＩ騒音の音響インテンシティ計測（講演番号５）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　　　本発明は以上のように従来のＭＲＩ装置の騒音下では患者さんと医師との通話が困
難でこのような騒音環境下の中でも常時、医師と患者さんとが片方向及び双方向で通話が
行なえ医師は診断中に患者さんの異状状態を迅速に検知把握し装置の停止又は患者さんに
対して音声により迅速に対応する事が望まれている。
【００１５】
　　しかし従来のＭＲＩ装置２９における患者さん３１と医師との通話手段は図３に示す
ＭＲＩ室モニタースピーカー５３と非常時通信線５６を使った、緊急時の非常ボタン５５
に頼っていた。
【００１６】
　　このような従来の手段においてＭＲＩ装置２９が動作し患者さん３１の診断が開始さ
れると同時にＭＲＩの動作騒音が発生し患者さん３１はこのような騒音環境下での診断中
は医師との通話が困難となる。
【００１７】
　　ＭＲＩ装置２９で高画像を得るためには高磁場が必要でその高磁場を発生させる為に
は磁場発生コイルに大電流を流さなくてはならない。
【００１８】
　　騒音はこの磁場発生コイルに大電流を与える事により起こり騒音発生は必然的なもの
である。
【００１９】
　　ＭＲＩ音声通話装置を実現するためにはこれらの騒音低減をはじめＭＲＩ装置２９の
高磁場の影響を受けない非磁性材料の研究、更にはＭＲＩ装置２９の撮像画像へ影響を与
えないノイズ対策等その課題解決が騒音環境下で使う事が出来るＭＲＩ音声通話装置の実
現には必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　　  本発明は上記課題解決を達成するために本発明は次の技術的手段を有する。即ち、
発明の実施の形態に対応する添付図面中の符号を用いてこれを説明すると本発明は、請求
項１、請求項２、請求項３、請求項４、及び請求項５の手段により高性能なＭＲＩ音声通
話装置の実現することが可能となる。
【００２１】
　　ＭＲＩ装置２９のＭＲＩキャビン３０内及びその周辺の高磁界環境下において光マイ
クセンサーユニット３をＭＲＩヘッドコイル３６内で患者さん３１が使用する非磁性材料
で構成された頭部位置を固定調整するマット材に組込み込む。
【００２２】
　　患者さんはそのマット材に組み込まれた光マイクヘッドマット１を首、頚椎部の固定
マットとして装着使用する事により光マイクセンサーユニット３はＭＲＩが発生する騒音
を単数及び複数の防音材（１）７、防音材（２）８、防音材（３）９、等により構成され
た防音材により低減し同時に患者さんの音声は接触振動板５を首、頚椎部に接触する事に
より骨伝導による音声は光マイクセンサー２に伝えられ騒音低減された音声を操作室モニ
タースピーカーに出力する事ができる手段を用いたＭＲＩ音声通話装置を構成する   
【００２３】
　更にＭＲＩ装置の騒音を低減する事が出来る防音材（１）７、防音材（２）８、防音材
（３）９、等で構成された単数及び複数で構成し更に音響ハウジング６により防音効果を
向上させた光マイクセンサーユニット３の接触振動板５を患者さん３１の首、頚椎部、顎
、喉、胸、等に接触装着させる。
【００２４】
　接触振動板５によりＭＲＩの発生する騒音は防音材により低減され同時に患者さんの発
する音声は骨伝導波として光マイクセンサーユニット３の接触振動板に伝えられ音響キャ
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ビティー（１）４及び音響キャビティー（２）１２により音声は光マイクセンサー２に伝
えられ音声は光信号に変換される。
【００２５】
　変換された患者さん３１の音声は光ファイバー（１）１０により光信号変換素子２１及
び音声増幅器２３等に伝送されＭＲＩの発生する騒音低減された患者さん３１の音声は操
作室モニタースピーカー２７により出力する事が出来る手段を用いてＭＲＩ音声通話装置
を構成する。
【００２６】
　ＭＲＩ装置２９内で患者さん３１は光マイクセンサーユニット３で構成された光マイク
ヘッドマット１を首、頚椎部に枕マットとして使用し頭、耳部には非磁性材料で構成され
た非磁性防音ヘッドホン４９を装着しＭＲＩ操作室の医師と患者さん３１とが同時双方向
通話及び片方向通話を行なう事ができる。
【００２７】
　更に操作室から患者さん３１へ音楽、及び操作者の作成したメセージを提供する事がで
き尚且つ音楽と操作室に医師のメセージをミキシングし更にはパソコンに保存されている
音声及び各種データーを患者さん３１へ提供することができる手段を用いて構成したＭＲ
Ｉ音声通話装置。   
【００２８】
　ＭＲＩ装置２９の騒音を低減させ患者さん３１の音声をＭＲＩ操作室に伝送することが
出来る光マイクヘッドマット１で患者さん３１の発声する音声の再生周波数とＭＲＩ装置
２９の騒音の周波数を可変し聞き易い音声に最適化し操作室に医師に伝送する事が出来る
グラフィック・イコライザー４８を接続構成する事によりＭＲＩ音声通話装置と更にＭＲ
Ｉ製造会社の騒音レベルの違いによる騒音をグラフィック・イコライザー４８により最適
化した音声を出力する事が出来る手段を用いて構成したＭＲＩ音声通話装置。
【発明の効果】
【００２９】
　　  本、発明の手段を用いる事によりＭＲＩの発生する騒音環境下で従来患者さんが診
断中に不安、苦痛、等を得ていた課題解決が可能となり更に医師は常時患者さんの診断状
態を把握し患者さんと医師とのコミュニケーションが図られより安全な医療に役立つ事が
出来る。
【００３０】
　　更に従来不可能であったＭＲＩ診断中の患者さんへの通話と同時に患者さんの診断姿
勢の指示を医師から与える事が可能となり従来の固定診断撮像から動態診断撮像を行う事
ができ多くのＭＲＩ撮像画像情報を得る事が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は光マイクヘッドマット構成図である。
【図２】図２は光マイクセンサーユニット構成図である。
【図３】図３は従来のＭＲＩ通信方式図である。
【図４】図４は光マイクセンサーの構成図である。
【図５】図５は光マイクセンサー動作ブロック図である。
【図６】図６はＭＲＩにおける患者さんの診断状態図である。
【図７】図７はＭＲＩにおける光マイクヘッドマットと光マイクセンサーユニットの設置
の一例図である。
【図８】図８はＭＲＩにおける光マイクヘッドマットと光マイクセンサーユニット動作ブ
ロック図である。
【図９】図９はＭＲＩキャビン内で患者さんが受ける磁気、騒音の状態図である。
【図１０】図１０はＭＲＩ側の患者さんと操作室側との双方向通話方式状態図である。
【図１１】図１１はＭＲＩ騒音分析波形図である。
【図１２】図１２はＭＲＩ内の患者さんの音声波形の一例図である。
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【図１３】図１３はＭＲＩ内の患者さんの心拍波形の一例図である。
【図１４】図１４は光マイクヘッドマッドを用いたＭＲＩ騒音低減特性の一例図である。
【図１５】図１５はグラフィック・イコライザー調整特性の一例図である。
【図１６】図１６はグラフィック・イコライザーレベル調整の一例図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【実施例１】
【００３３】
　　 図１は本発明のＭＲＩ音声通話装置の基本となる騒音下で騒音を低減させて患者さ
んの音声を医師へ伝える事ができる光マイクヘッドマット１の構成を示したものである。
【００３４】
　　  本、光マイクヘッドマット１の全ての部品は非磁性材料で構成されておりMRI画像
へのノイズ影響を与えないようになっている。
【００３５】
　　　この光マイクヘッドマット１には光マイクセンサーユニット３が組み込まれており
患者さんはこの光マイクセンサーユニット３を首頚部の枕マットとして接触振動板５を接
触させて音声を発声する事によりMRIの騒音を光マイクセンサーユニット３に組み込まれ
た防音材（１）７、防音材（２）８及び防音材（３）９により騒音は低減され患者さんの
音声は光マイクセンサー２により光変換されて光信号として光ファイバー（１）１０によ
りその変換された音声信号を出力する事が出来る。
【００３６】
　　このようにしてMRIの騒音環境において患者さんの音声を光ファイバーに出力させ医
師　　　　は患者さんの音声をMRIの操作室のモニタースピーカーで聞くことが出来る基
本的な構成を示したものである。
【実施例２】
【００３７】
　　図２は患者さんの音声をMRI装置２９の騒音環境において検知され操作室の医師に伝
える事が出来る基本的なマイクロホンで音声を光に変換する事が出来る光マイクセンサー
ユニット３を構成する。
【００３８】
　　構成は音声を高感度で検知する事が出来る光マイクセンサー２を有しMRIの騒音レベ
ルを低減する事が出来る防音材（１）７防音材（２）８及び防音材（３）９等と音響ハウ
ジング６等、により構成しMRIの騒音は光マイクセンサー２に及ぼさないような防音材に
より騒音低減を図っている。
【００３９】
　　　患者さんの音声を効率よくMRI装置２９の騒音を低減し光マイクセンサー２に伝え
るには接触振動板５を患者さんの首頚椎部又は喉部に接触させる事により患者さん３１の
発声した音声を骨伝道波として音声を効率よく振動板５に伝える事が出来る。
【００４０】
　　患者さんの音声は接触振動板５に伝えられる事により音響キャビティー（１）４及び
音響キャビティー（２）１２による空気伝達によって音声波は進行方向１３に伝えられ音
声を光マイクセンサー２の図４に示す振動板１８を振らす。
　　この振動により音声は光変換されて光ファイバー（１）１０を通り出力される。
【００４１】
　　 音響ハウジング６は各防音材を保護し光センサー２を保持させる役目を担っている
。
　　このような構成により騒音環境で患者さんの音声を検知し光変換により音声を出力す
ることが出来る光マイクセンサーユニット３を構成する。
【実施例３】
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【００４２】
　　図４、図５は本発明の光マイクセンサー２の構成と音声の出力ブロックの動作を提示
したもので本光マイクセンサー２はMRI装置２９画像へのノイズ影響を及ぼさない非金属
、非磁性体材料で構成されている。
【００４３】
　　 この光マイクセンサー２は音声波により振動板１８を振動させてその振動板１８に
光ファイバー（２）１１による光照射ビーム１６を照射し振動板１８は音声により振動し
た振動板１８の光反射光ビーム１７を光信号変換素子２１により電気信号変換して操作室
モニタースピーカー２７により音声を出力しMRI装置２９で診断中の患者さん３１の音声
を操作室の医師に伝える事を可能にしている。
【００４４】
　光マイクセンサー２は光センサーハウジング１５、振動板１８、光ファイバー固定ステ
ー１４、振動板１８に光照射を行う光ファイバー（２）１１、振動板１８により反射され
た光反射光ビーム１７の光変調信号を伝送する光ファイバー（１）１０により光マイクセ
ンサー２は構成されている。
【００４５】
　　MRI装置で診断が行われている患者さん３１の音声は音声入力方向２０から振動板保
護フイルター１９、を通って振動板１８に入力されて振動板１８は入力音声の強さに対応
して微細振動を起こす。
【００４６】
　光マイクセンサー２の振動板１８には光制御部２４により制御された光発光素子２２か
ら出力された光を光ファイバー（２）１１は光ファイバー固定ステー１４により光を屈折
    
　させ振動板１８に光照射ビーム１６を照射する。
【００４７】
　　照射された光は振動版１８の音声振動により入力角に対して対象角に反射光ビームを
発生させ光ファイバー固定ステー１４を通して反射光は光ファイバー（２）１１を通して
光信号変換素子２１に入力され音声信号に変換される。
【００４８】
　変換された音声信号は音声増幅器２３及びスピーカー増幅器２５を経て操作室モニター
スピーカー２７により患者さん３１の音声は操作室の医師に伝えられる。
【００４９】
　　このようにＭＲＩ装置により診断を受けている患者さん３１の音声は光マイクセンサ
ー２によりＭＲＩ画像へのノイズ影響を与える事なく音声を出力する事ができる
【実施例４】
【００５０】
　　 図６、図７、図８、図９、図１１、図１２、図１３、図１４、は実施の一例で患者
さん３１はＭＲＩ装置でどのような状態で本発明の光マイクヘッドマット１、光マイクセ
ンサーユニット３の構成と使用例を示したものである。
【００５１】
　　図６はＭＲＩ装置２９により患者さん３１が移動ベッド３２で診断を受ける状態を示
したもので移動ベッド３２はベッド固定台３３により支えられており患者さん３１はベッ
ドに横になり診断時はＭＲＩキャビティー３０内に移動する。
　　移動は方向３４の矢印方向に移動し診断を行う。
【００５２】
　　患者さん３１は図７に示す頭部３５をＭＲＩヘッドコイル３６に入れ本発明の光マイ
クヘッドマット１を首（頚椎）部４１又は咽喉部に接触する事により音声を検知し更に光
マイクセンサーユニット３を心臓上部に接触する事により心臓の鼓動をキャッチし患者さ
ん３１の体調状態を監視する事が出来る。
【００５３】
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　　心臓の鼓動検知波形の一例を図１３に示し更にＭＲＩ装置内での患者さん３１の音声
波形を図１２に示す。
【００５４】
　　患者さん３１がＭＲＩ装置２９のＭＲＩキャビティー３０内で受ける磁界と騒音は図
９に示し磁界は磁界方向４３、騒音は騒音方向４２の矢印方向から受ける。
【００５５】
　　この場合の騒音レベルは図１４に示す１１０ｄＢ～１２０dＢの範囲で通常患者さん
が会話する音声レベル７０dＢをはるかに上回る。
【００５６】
　　又、光マイクヘッドマトを用いた場合の騒音低減レベルは最大で３０ｄＢ改善される
。
【００５７】
　　図８は本発明の光マイクヘッドマット１及び光マイクセンサーユニット３を複数の場
所に接触させる事により患者さん３１の音声検知と心臓の鼓動検知を同時にキャッチする
事ができ操作室の医師は患者さん３１との通話と体調状態を心臓の鼓動状態で監視する事
が出来る実施例を示す。
【００５８】
　　ＭＲＩ装置２９は高感度で患者さん３１の画像検知を行っておりその為にシールド壁
４７で操作室側とＭＲＩ室側を遮蔽し外部からのノイズにより診断画像への影響を防止し
ている。
【００５９】
　　ＭＲＩ装置で診断中の患者さん３１の首（頚椎）部４１には光マイクヘッドマット１
を接触させ更に胸の心臓上部にはマイクセンサーユニット３を接触させる事により音声と
心臓の状態を把握する事により体調状態の２機能を構成する事が出来る。
【００６０】
　　患者さん３１の音声を操作室の医師に伝えるには図１に示す光マイクヘッドマット１
をＭＲＩヘッドコイル３６内で首（頚椎）部４１の枕マットとして光マイクヘッドマット
１を設置する事により患者さん３１の音声は光マイクセンサー３の振動板１８に骨伝導音
声波として伝わり振動板１８は音声入力方向に振動する。
【００６１】
　　振動板１８へ照射された光照射光ビーム１６の入射光は図４に示す光反射ビーム１７
として光ファイバー（１）１０を伝送して光信号変換素子２１により電気信号に変換され
音声増幅器２３で増幅された信号はスピーカー制御部２５により操作室モニタースピーカ
ー２７を鳴らし患者さん３１の音声を医師に伝える事ができる。
【００６２】
　　患者さん３１の胸の心臓上部に装着した光マイクセンサーユニット３は心臓の鼓動を
検出する機能を有しその出力をモニター４０に出力させ患者さん３１の心臓状態を医師が
監視する事が出来る。
【００６３】
　　患者さん３１の心臓鼓動検知は光マイクセンサーユニット３の接触振動板５を患者さ
ん３の心臓上部に装着する事で心臓の鼓動は骨伝導波として光マイクセンサー２が検知し
光ファイバー（３）５８を伝わり光信号変換素子２１はモニター信号変換部３７によりそ
の鼓動信号をモニター４０により患者さん３１の状態を医師は監視する事が出来る。
【実施例５】
【００６４】
　　図１０はＭＲＩ側の患者さん３１と操作室の医師がＭＲＩ装置の騒音環境下で双方向
通話を行う事が出来る構成を示したものである。
【００６５】
　　患者さん３１の音声検知は光マイクヘッドマット１と非磁性防音ヘッドホン４９を患
者さん３１の頭部耳に装着する事により医師の音声を聞く事が可能となる。
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【００６６】
　　音声検知を行う光マイクヘッドマット１には光制御部２４で制御された光を光発光素
子２２により光輝度レベルが一定した光量を光ファイバー（２）１１により図４に示す光
マイクセンサー２の振動板１８に照射する。
　　患者さん３１の音声は骨伝導波により振動板１８を振動させる。
【００６７】
　　光マイクセンサー２の振動板１８には光ファイバー（２）１１により光照射光ビーム
が照射されており光は患者さん３１の音声により振動板１８を音声入力方向に微振動を起
こし入力光は光反射光ビームとして入力角と対象側に反射し光変調される。
【００６８】
　　光変調された光は光ファイバー（１）１０により光信号変換素子２１へ伝送され電気
信号に変換された音声信号はグラフィック・イコライザー４８に入力し音声と騒音成分は
周波数イコライジング調整により不要な音声と騒音成分を低減させその処理された信号は
音声増幅器２３により操作室モニタースピーカー２７によって患者さん３１の音声は出力
される。
【００６９】
　　図１５にグラフィック・イコライザー４８による音声・騒音の周波数特性のイコライ
ジング特性を示し調整はＡ調整特性～Ｃ調整特性等、任意で操作室のモニタースピーカー
２７で患者さん３１、ＭＲＩ装置の騒音を聞きながら調整する事が出来る。 
【００７０】
　　 図１５は３ＫＨｚに音声のピークを調整した場合の参考例を示したものである。
　　グラフィック・イコライザー４８による調整は図１６に示すレベルスライドによって
任意に周波数帯域を調整する事が可能である。
　　 この事により各実施例に示した操作室モニタースピーカー２５の出力音声を聞きな
がら最適な位置に調整を行う事が出来る。
【００７１】
　　操作室の医師から患者さん３１への音声はマイクロホン４５により患者さん３１に音
声を発声する事によりマイクアンプ４４で音声を増幅しマイク制御部３８により非磁性対
応された通信手段を使って患者さん３１の頭部耳の装着した非磁性防音ヘッドホン４９を
介して患者さん３１へ操作室側の医師の音声を伝える事が出来る。
【００７２】
　　このようにしてＭＲＩ室側の患者さんと操作室側の医師との間で同時双方向通話又は
片方向通話を行う事ができる装置を提供するものである。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
 本、発明はＭＲＩ装置の製造する産業に利用される。
【符号の説明】
【００７４】
１ 光マイクヘッドマット
２ 光マイクセンサー
３ 光マイクセンサーユニット
４ 音響キャビティー（１）
５ 接触振動板
６ 音響ハウジング
７ 防音材（１）
８ 防音材（２）
９ 防音材（３）
１０ 光ファイバー（１）
１１ 光ファイバー（２）
１２ 音響キャビティー（２）
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１３ 音声波の進行方向
１４ 光ファイバー固定ステー
１５ 光センサーハウジング
１６ 光照射光ビーム
１７ 光反射光ビーム
１８ 振動板
１９ 振動板保護フイルター
２０ 音声騒音入力方向
２１ 光信号変換素子
２２ 光発光素子
２３ 音声増幅器
２４ 光制御部
２５ スピーカー制御部
２６ 電源部
２７ 操作室モニタースピーカー
２８ 電源プラグ
２９ ＭＲＩ装置
３０ ＭＲＩキャビン
３１ 患者さん
３２ 移動ベッド
３３ ベッド固定台
３４ 移動方向
３５ 頭部
３６ ＭＲＩヘッドコイル
３７ モニター信号変換部
３８ マイク制御部
３９ 電源プラグ
４０ モニター
４１ 首（頚椎）部
４２ 騒音方向 
４３ 磁界方向
４４ マイクアンプ
４５ マイクロホン
４６ 通信線
４７ シールド壁
４８ グラフィック・イコライザー
４９ 非磁性防音ヘッドホン
５０ ＭＲＩキャビン内の平均的騒音レベル
５１ 光センサー防音マイクユニット内の音声レベル
５２ 光センサー防音マイクユニット内の騒音レベル
５３ ＭＲＩ室モニタースピーカー
５４ モニター通信線
５５ 非常ボタン
５６ 非常時通信線
５７ モニターコントローラー
５８ 光ファイバー（３）     
５９ 光ファイバー（４）
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